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資料１－１ 

第１期越谷市こども計画の変更の考え方について 

 

１ 計画変更に至る経緯・理由 

第１期越谷市こども計画では、将来人口の推計及び子育て支援のニーズを踏まえ、子

育て支援サービスの「量の見込み」を定め、その量にどのように対応していくかを「確

保方策」として掲載しています。 

 令和８年４月１日に「乳児等のための支援給付」が創設されること（こども誰でも通

園制度の本格実施）、満三歳以上限定小規模保育事業が創設されることに伴い、市町村

子ども・子育て支援事業計画に記載しなければいけない事項などを定めている基本指針

や、量の見込みの算出などの考え方が改正されました。 

これらの改正に伴い、第１期越谷市こども計画において定めている乳児等通園支援に

おける「量の見込み」と「確保方策」を変更するとともに、満三歳以上限定小規模保育

に係る必要利用定員総数を定めるものです。 

 

２ 見直しの概要（変更前のＰ９６、Ｐ１０２、Ｐ１０３） 

（１）量の見込み 

乳児等通園支援の「量の見込み」を利用実績や利用ニーズ調査の結果を踏まえて変

更することといたします。 

（２）確保方策 

① 満三歳以上限定小規模保育事業の確保方策について、既存の保育所、認定こども

園及びこしがや「プラス保育」幼稚園事業により、「量の見込み」を上回っている

ことから、確保方策を「０」といたします。 

② 乳児等通園支援の「量の見込み」に対応する整備量を設定いたします。 
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３ 越谷市における「こども誰でも通園制度」の実施状況 

本市では、全国一律の給付制度の開始より先行して、令和７年７月からこども誰でも

通園制度を実施しています。 

 

●事業の概要 

項  目 概  要 

利用対象者 ０歳６か月から満３歳未満で保育所等に通っていないこども 

※障害児も対象 

利用者の認定 居住する市町村による認定の仕組み 

※利用者からの申請行為が必要 

利用時間 最大月１０時間 

利用料 事業所が保護者から直接徴収（３００円／時間） 

※その他、必要経費については市から事業者へ給付 

利用方法 

（契約） 

予約方法 

利用者と事業所との直接契約 

※予約システムを活用することを基本とする。 

※市町村は、システムを活用して利用状況の把握ができ、支援が必要な家

庭を把握することが可能。 

 

●本市の実施状況 

事業所名 
しらとり 

こども園 

認定こども園 

ぶどうぞの幼稚園 

みらいほいくえん

越谷園 

モンクール． 

保育園Ⅱ 

実施場所 弥十郎 275-1 南荻島 4336-5 東越谷 2-15-13 北越谷 4-3-20 

定 

員 

０歳児 2 人 0 人 3 人 2 人 

１歳児 2 人 2 人 5 人 2 人 

２歳児 2 人 4 人 2 人 3 人 

開所曜日 火・木 月・火・木・金 火・水・木・金 火・水・木 

開所時間 9:15～15:15 9:00～15:30 9:30～14:30 9:00～14:00 

 

●事業実績（暫定値） 

 ７月 ８月 ９月 １０月 １1月 

累計認定児童数（人） 

※各月 1 日時点 
121 199 219 253 428 

利用児童数（人） 

※各月末時点 
57 63 73 93 ― 

 




